
号

令和7年6月26日

北茨城市長　豊　田　　稔

1 入札対象工事 （ ）

⑴ 7建改第8号

⑵

⑶

⑷

⑸ 契約締結の翌日から１２０日間

⑹ （消費税及び地方消費税相当額を除く。）

⑺ （消費税及び地方消費税相当額を除く。）

2 開札の日時及び場所

⑴ 令和７年７月２４日（木）午後１時３０分から

⑵ 北茨城市役所　４階　４０２会議室

3 一般競争入札参加資格要件

備えているものとする。

⑴

⑵

⑶

4 設計図書の質問

⑴ 　設計図書に対する質疑

ア 設計図書に対する質疑は、書面持参又は郵送により行うものとする。

イ 午後５時００分（郵送の場合、必着）

ウ 水道部　 施設課

エ に質疑の提出先において閲覧に供する。

5 現場説明

実施しない。

回 答 令 和 ７ 年 ７ 月 １ ８ 日 （ 金 ）

方 法

期 限 令 和 ７ 年 ７ 月 １ ６ 日 （ 水 ）

提 出 先 北茨城市役所

地方自治法施行令第１６７条の４第１項に該当しない者及び同条第２項に規定する北茨城市の入札参加資格

制限を受けていない者であること。

入札公告の日から開札の日までの間、又はその一部の期間が、北茨城市建設工事請負業者指名停止等措置要

領（平成１０年北茨城市告示第１号）に規定する指名停止期間中でないこと。

対象工事について、建設業法（昭和２４年法律第１００号）に規定する現場代理人及び主任技術者又は監理

技術者を適正に配置できること。

　郵便入札のため、入札参加者の立会いは不要であるが、立会いを希望する場合は立会うことができる。

なお、落札者となるべき同価の入札者が２社以上あった場合は、別紙「くじ引き方法（郵便入札）」によりく

じ引きを行う。

北茨城市一般競争入札実施要項（平成７年北茨城市告示第１８号）第３条に規定する入札参加

資格の認定（ 舗装工事　Ⅰ類 ） を 受 け て い る 者 、 か つ 認 定 要 件 を 満 た し て い る 者 の う ち 、 次 の 要 件 を

予 定 価 格 15,070,000 円 

調査基準価格 13,489,000 円 

日 時

場 所

工 事 名 磯原町大塚地内舗装本復旧工事

工 事 場 所 北茨城市磯原町大塚　地内

工 事 概 要

工 期

磯原町大塚地内舗装本復旧工事
路面切削工A=1,638.0㎡、舗装工A=1,638.0㎡、区画線工L=657.0ｍ、既設管中詰工V=3.0㎥

北 茨 城 市 水 道 事 業 一 般 競 争 入 札 公 告 ( 郵 便 入 札 ）

一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項の規定に基

づき次のとおり公告する。

舗装工事　Ⅰ類

工 事 番 号

1北茨城市水道部公告第
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6 入札方法、注意事項

⑴

ア 午後５時００分　までとする。

  （注）期限を過ぎて到達した入札書は無効とする。

イ 〒３１９－１５９２　北茨城市磯原町磯原１６３０番地

水道部業務課

ウ （注）下記書類を提出しないものは無効とする。

入札書

・

・

工事費等内訳明細書

・

・　工事費等内訳明細書は、返却しない。

・

・

エ 封筒は任意の二重封筒とし、次のとおりとする。

⑵

⑶

7 落札

⑴ 　落札は、予定価格以下の最低の価格で入札した者を落札者とする。

⑵

⑶

⑷

（エ） 資材再資源化等に関する法律に係る説明書等3点

　入札の回数は１回とする。ただし、公表された予定価格を超えた入札書を提出した場合は、無効とする。

入札に際しては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律５４号）等に抵触する

行為をしてはならない。（本契約は、違約金に関する特約条項を設定）

　なお、落札者となるべき同価の入札者が２人以上あった場合は、くじ引きにより落札者を決定する。

入札結果は、北茨城市建設工事等入札参加資格者名簿及び入札過程の公表に関する閲覧要綱（平成１５年９

月１日告示第８３号）に基づき公表するものとする。ただし、落札者に対しては、入札後直ちにその旨を連絡

する。

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に１００分の１０に相当する額を加した金額（当該金額に

1円未満の端数金額を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であ

るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記

載すること。

低入札価格調査制度による調査基準価格を下回った入札については、当該入札を保留とし当該入札者に北茨

城市低入札価格取扱要綱に基づく調査を実施する。

（ウ） 最新の経営規模等評価結果及び総合評定値通知書の写し

郵 送 方 法

（ア） 中封筒は、入札書と工事費等内訳明細書に分けて入れ封かん。入札書の封筒にあっては「入札書在

中」、工事費等内訳明細書の封筒にあっては「工事費等内訳明細書在中」とし、それぞれの封筒表面に

入札に係る開札日、工事番号及び工事名、入札参加者の商号又は名称を記すること。

（イ） 表封筒は、入札書と工事費等内訳明細書の２通の中封筒、最新の経営規模等評価結果及び総合評定値

通知書の写しを入れ封かん。表面に「入札書及び工事費等内訳明細書在中」及び「開札日」を朱書き

し、入札書送付先郵便番号、住所及び宛名、入札に係る工事番号及び工事名、入札参加者の住所及び商

号又は名称を記すること。

契約締結日から１年７カ月以内の審査基準日の経営事項審査（建設業法第２７条の２３条第１項に

定めるものをいう。）を受けているものであること。

提 出 書 類

（ア）

入札書は北茨城市建設工事等執行規則様式第１号とする。なお、提出した入札書の引換え、変更又

は取消しは認めない。

（イ）

工事費等内訳明細書は所定の様式とし、記載内容は金抜設計書（閲覧した設計書）の工事費等内訳

書に基づき工事費等を積算し、入札金額を明らかにすること。なお、提出した工事費等内訳明細書の

引換え、変更又は取消しは認めない。

工事費等内訳明細書は、積算内容を確認するものであり、契約上の権利義務を生じるものではな

い。

   入札書余白にくじ番号（任意の３桁の数字）を記載すること。

　一般書留又は簡易書留による郵便入札とし、持参、電報、ファックス等による入札は認めない。

受 領 期 限

郵 送 先

　北茨城市役所

令和７年７月２３日（水）
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8 入札保証金

免除する。

9 契約保証金

要する。金銭的保証（契約金額の１００分の１０以上）

10 契約書作成の要否

要する。

11 入札の無効

次のいずれかに該当する入札は無効とする。

⑴ 　入札について不正の行為があった場合

⑵ 　北茨城市一般競争入札実施要項（平成７年北茨城市告示第１８号）第３条に規定する入札参加

資格の認定（ ）を受けていない者のした入札

⑶ 　入札書及び必要書類が、指定の開札日前日(土曜日、日曜日及び祝日等を除く。）午後５時００分までに

到達しない場合

⑷ 　金額その他必要事項を確認しがたい場合、又は記名押印のない場合

⑸ 　入札書を２通以上提出した場合、または入札書の入札価格を訂正した入札

⑹ 　前各号のほか、入札条件に違反した場合

12 入札の中止

入札の参加者が１者の場合は入札の執行を中止する。

13 支払い条件

⑴ 　前払金　請求できる。（契約金額の１０分の４以内）

⑵ 　低入札価格調査制度による調査基準価格を下回った入札の前払金　（契約金額の１０分の２以内）

⑶ 　部分払　請求できる。ただし、回数は協議して定める。

14 調査基準価格を下回る金額で契約締結した場合の制限

⑴ 　調査基準価格を下回る金額で契約締結した場合、次の制限をする。

現場代理人と監理技術者の兼任を認めない。

15 その他

⑴

　　
⑵

⑶

⑷

⑸

北茨城市役所水道部業務課

　　電話　0293－43－1111   （内線258）

　公告の内容については、次に照会のこと。

舗装工事　Ⅰ類

入札に際しては、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)、地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)、北
茨城市水道部会計規程(昭和４８年北茨城市水道部規程第２号)、北茨城市建設工事等入札執行事務処理要領
(昭和５７年告示第２２号)、北茨城市建設工事等執行規則(昭和６０年規則第１３号)、北茨城市建設工事等競
争入札に係る予定価格の事前公表に関する要綱(平成１５年告示第２５号)その他関係法令の関係各条を遵守す
ること。

この工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号）に基づき、分別解

体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けされた工事であるため、落札者は落札決定後に発

注者と協議を行うこととする。

落札者は落札決定後、対象工事について現場代理人及び主任（監理）技術者配置予定届を提出しなければな

らない。

入札をした者は、入札後において、この公告、設計図書、工事請負契約書、現場等についての不明を理由と

して異議を申し立てることはできない。
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くじ引き方法（郵便入札） 

 

 

郵便入札において、予定価格内で最低価格の応札者が複数いた場合、次の方法

により落札者を決定します。 

 

①  入札書の余白にくじ抽選用の３桁の任意の数字をあらかじめ記入した上で、

入札書を郵送する。（くじ番号が不明確または未記入の場合は 999 として取

り扱う） 

② 最低価格が同額の応札者には、入札書の到着順に０、１、２、３・・・・の

順に｢入札書到着番号｣を割当てる。 

③  次の数式で得られた「余りの数字」と「入札書到着番号」が一致した応札者

が落札者になる。 

 

くじ対象の応札者が入力したくじ番号の和 ÷くじ対象の応札者数 

 

○ くじ引きの例 

 

A～F の計 6 社が参加した入札で開札の結果、以下のような A 社,B 社,C 社

の計 3 社が最低価格で同額であったとします。 

 

応札者 入札額 くじ番号 入札書提出日 入札書到着番号 

A社 8,000,000円 197 2024/12/11 1 

B社 8,000,000円 386 2024/12/10 0 

C社 8,000,000円 567 2024/12/13 2 

※入札提出日が同日の場合は、令和７・８年度 北茨城市建設工事入札参加資格

者一覧の登録番号順に割り当てます。 

 

数式を用いて応札者が記入したくじ番号より、当選番号を求めます。 

（ １９７ ＋ ３８６ ＋ ５６７ ） ÷ ３ ＝ ３８３ 余り 1 

↑     ↑    ↑    ↑ 

Ａ社     Ｂ社    Ｃ社  くじ対象応札者数 

 

上記の結果、余りは １ であるため、入札書到着番号が １ である、Ａ社が落

札者となります。 


